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路線比準要因取得調査業務委託仕様書 

 

 

第１章  総   則 

 

（要旨） 

第１条 本仕様書は、「路線比準要因取得調査業務委託」（以下「本件業務」という。）を実施する

にあたり、相模原市（以下「発注者」という。）が受注者に委託する本件業務の内容及び作業方

法並びに遵守する法令等について定め、これを適用する。 

（目的） 

第２条 本件業務は、固定資産税の令和９年度評価替えに向け、評価の基となる路線価の見直し

を行うため、机上調査及び現地調査による路線比準要因（幅員、舗装、道路種別等の街路条件）

の取得を行うことを目的とする。 

（関係法令） 

第３条 本件業務は、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次に示す法令等及び関係法令等

に準拠し実施するものとする。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

（２）地価公示法（昭和４４年法律第４９号） 

（３）固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号） 

（４）測量法（昭和２４年法律第１８８号） 

（５）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（６）労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

（７）相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号） 

（８）地理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ） ２０１４（国土交通省国土地理院 令和元年

７月） 

（業務実施計画書） 

第４条 本業務委託の実施にあたって、受注者は業務実施計画書を発注者に提出し、承認を得る

ものとする。なお、承認後は速やかに業務に着手しなければならない。 

２ 業務実施計画書には、次の事項を記載するものとする。 

（１）実施方針 

（２）使用する主な作業基準 

（３）業務概要 

（４）業務組織計画 

（５）業務内容 

（６）業務工程 

（７）成果品の内容、部数 

（８）連絡体制(緊急時含む) 
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（９）使用する主な機器 

（１０）その他(個人情報の取扱い及び行政情報流出防止対策に関する事項も含む) 

３ 受注者は、業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上、その都度

発注者に変更業務実施計画書を提出しなければならない。 

４ 発注者の指示した事項については、受注者は更に詳細な業務実施計画書に係る資料を提出し

なければならない。 

（主任技術者） 

第５条 受注者は、契約締結後速やかに本件業務の実施について主任技術者を選任し、発注者に

文書で届出をするものとする。 

２ 主任技術者は、業務の履行に必要な専門的な知識、技能及び経験を有する自社の社員とする。 

３ 本件業務の契約期間中は主任技術者を交代してはならない。ただし、やむを得ない理由によ

り交代が必要になる場合は、予め、発注者に文書による届出をし、発注者の承認を受けなけれ

ばならない。 

４ 発注者は、主任技術者がその職務について著しく不適当と認められるときは、主任技術者の

交代を求めることができる。 

（受注者負担） 

第６条 本件業務の実施に必要となる機器、媒体、事務用品、通信費等については、受注者の負

担とするものとする。 

（成果品の帰属等） 

第７条 本件業務の成果品は、発注者の管理及び帰属とする。また、発注者の指示する時期に速

やかに引き渡すものとし、受注者は発注者の承認を受けずに複製、他に公表貸与してはならな

い。 

（納品前の社内検査） 

第８条 受注者は、成果品の納品前に受注者の社内において、成果品が本仕様書等に合致したも

のであるかを検査しなければならない。 

（誤りの修正義務） 

第９条 本件業務の成果品納入後において、本仕様書の定めに適合しないものとして不良箇所又

は不適当な部分が発見された場合は、発注者は、受注者に対して期限を定めて修補を指示する

ものとし、受注者は、受注者の責任において速やかに修補するものとする。なお、修補にかか

る経費は、受注者の負担とする。 

（疑義の協議） 

第１０条 本仕様書に記載されていない事項又は、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議

して解決するものとする。 
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第２章  業務の内容 

 

（業務対象） 

第１１条 本件業務の対象は、次のとおりとする。 

本市域において、市街地宅地評価法を適用している区域（主として市街地的形態を形成する

地域）の２１，７３５路線（路線の新設及び廃止等によって路線数が変動した場合はその変動

後の数）、及び令和５年に市街化区域へ編入した南区大野台三丁目の路線（同地域に接する路線

を含む）を対象とし、現地調査は、約６，０００路線の抽出調査を行うものとする。 

（業務概要） 

第１２条 本件業務の概要は、次のとおりとする。 

（１）市提供データの整理及び集計（机上調査） 

（２）路線比準要因の取得（現地調査） 

（３）路線比準要因整理及び入力 

（４）路線比準要因取得検証図作成 

２ 第１項の事務作業項目及びその内容については、別表１において定める。 

（資料収集及び整理） 

第１３条 本件業務を実施する上で必要な資料として、次の資料を発注者が受注者に貸与するも

のとする。調査に必要となる図面、一覧表、帳票等は、受注者の負担において作成する。また、

受注者は資料の取り扱いには十分注意し、本作業後は速やかに消去、返還するものとする。 

 （１）路線図形データファイル（路線・状況類似・標準宅地）（Shapefile） 

 （２）地番編集図データファイル（Shapefile） 

 （３）路線比準要因データ（Excel形式） 

 （４）都市計画基本図データファイル（DM形式） 

（５）都市計画用途地域図データファイル（Shapefile） 

 （６）市道及び国県道の認定路線網図データ（Shapefile） 

 （７）舗装種別図データ（Shapefile） 

 （８）建築基準法道路図データ（Shapefile） 

 （９）道路に関する市告示文データ（Excel形式。令和４年６月～令和７年５月） 

 （１０）公衆用道路に関する土地課税マスタ（Access形式。令和４年度及び最新の年度） 

 （１１）公園位置図データ（Shapefile）  

（１２）街路条件調査要領 

（１３）本件業務で、発注者が必要と認めた資料 

２ 本件業務において発注者が受注者に貸与する既存データのフォーマットを変換する必要が生

じた場合、その費用は受注者が負担するものとする。 

（現地調査の調査員、報告等） 

第１４条 受注者は、現地調査に従事する者（以下「調査員」という。）を定め、その名簿を発注

者に提出することとする。発注者は当該名簿により、調査員ごとに現地調査員証を発行するも
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のとする。 

２ 受注者は、各調査員の調査日及び調査地域を事前に発注者に報告するものとする。 

３ 受注者は調査員に対し、調査の実施にあたり、次の事態が生じることがないよう努めなけれ

ばならない。 

（１）調査地以外の私有地への立ち入り 

（２）調査地周辺の住民、通行人、通行車両等の第三者（以下「関係人」という。）とのトラブ

ル、交通事故の発生 

４ 受注者は、必要に応じて所轄警察署、道路管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取

り、現地調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 

５ 受注者は、事故等が発生しないよう調査員に安全教育の徹底を図り、指導及び監督に努めな

ければならない。 

６ 受注者は、調査員の安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置

を講じておくものとする。 

７ 受注者は、現地調査業務の実施にあたり、調査員に現地調査員証を常に携帯させ、調査員は

関係人の求めに応じてこれを提示しなければならない。 

８ 受注者は、現地調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに発注者に報告するととも

に、発注者が指示する様式により事故報告書を速やかに提出し、発注者から指示がある場合に

はその指示に従わなければならない。 

９ 受注者は、現地調査完了後速やかに現地調査員証を発注者に返却しなければならない。 

 

 

第３章  成果品 

 

（成果品） 

第１５条 本件業務の成果品は、次のとおりとする。なお、第１号及び第２号の成果品について

は、本件業務契約締結後、概ね３か月以内に納品するものとする。 

 （１）路線比準要因データ（机上調査分）（Excel形式）             １式 

（２）道路に関する市告示文及び土地課税マスタの該当場所を記した地図データ 

（Shapefile）   １式 

 （３）路線比準要因データ（現地調査結果反映後）（Excel形式）         １式 

 （４）現地写真画像データ（JPEG）        １式 

（５）道路幅員の採用箇所及び写真撮影位置を記した地図（JPEG）       １式 

（６）路線比準要因取得検証図（PDF）              １式 

（７）路線比準要因確認ビューア        １式 

（８）その他、本件業務で作成した資料で発注者が必要と認めたもの    １式 

２ 受注者は、全ての成果品を納入し、業務が完了したときは、業務完了届を提出するものとす

る。 
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別紙１（第１２条関係） 

事務作業項目 事務作業等の内容 

市提供データの

整理及び集計

（机上調査） 

 各種資料を照合し、データを作成するとともに、現地調査の対象地を選定

する。 

（１）路線比準要因データ（机上調査分）の作成 

次の資料をＧＩＳ上で空間照合し、路線番号をキーとして取得した情

報及び路線比準要因データを整理、集計した「路線比準要因データ（机

上調査分）」を作成する。 

照合用資料 取得する主な情報 

路線図形データ 路線番号、路線の位置 

認定路線網図 路線名、道路種別、幅員 

舗装種別図 舗装 

建築基準法道路図 道路種別 

道路に関する市告示文 路線名、区間、幅員、延長 

土地課税マスタ 地番、異動年月日、異動事由 

その他発注者が必要と認めた資料 発注者が必要と認めた情報 

   【成果品：路線比準要因データ（机上調査分）】 

（２）道路に関する市告示文及び土地課税マスタによる地図データの作成 

道路に関する市告示文及び土地課税マスタで取得した情報について、

地番編集図データをもとに、該当する場所（区間、地番）を記した地図

データを作成する。  

【成果品：道路に関する市告示文及び土地課税マスタの該当場所を記

した地図データ】 

（３）現地調査対象路線の決定 

（１）、（２）で作成したデータをもとに、次の路線を選定し、協議の

上、現地調査路線を決定する。なお、現地調査対象として決定した路線

から順次、現地調査を行うことができるものとする。 

① 路線比準要因が幅員４ｍ未満、未舗装、通り抜け不良のいずれかに

該当する路線 

② 路線比準要因が変化している可能性が高い路線 

③ 路線価の評定のため、現地調査が必要であると判断した路線 

路線比準要因の

取得（現地調査） 

 現地調査対象として決定した路線について路線比準要因を現地調査し、資

料を作成する。なお、現地調査にあたっては、受注者が発注者に届出した主

任技術者の指示を受け、街路条件調査要領に基づき計測及び判定を行わなけ

ればならない。 

 現地調査の計測及び判定の記録媒体・計測ツールについては特に指定しな
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いが、受注者は調査実施前に発注者に届け出るものとする。 

 受注者は、現地調査結果を発注者に報告し、発注者は、調査内容に疑義等

があると認められる場合は、受注者に再調査を指示するものとする。 

（１）現地調査実施項目 

現地調査の対象とする路線比準要因は次のとおりとする。 

①幅員（標準幅員・最小幅員） 

②舗装状況 

③路線の連続性 

④勾配（標準勾配・最大勾配） 津久井・相模湖・藤野地区のみ 

（２）現地調査実施地点の記録 

現地調査を実施する際は１路線につき１枚以上の舗装状況や路線の連

続性が判別できる現地写真を撮影する。また、その撮影位置及び幅員採

用箇所を記録した地図を作成する。 

【成果品：現地写真画像データ】 

【成果品：道路幅員の採用箇所及び写真撮影位置を記した地図データ】 

路線比準要因整

理及び入力 

 路線比準要因データ（机上調査分）に現地調査で取得した路線比準要因を

整理、入力した路線比準要因データ（現地調査結果反映後）を作成する。 

【成果品：路線比準要因データ（現地調査結果反映後）】 

路線比準要因取

得検証図作成 

路線比準要因データ（現地調査結果反映後）、路線図形データファイル、都

市計画基本図及び都市計画用途地域図データファイル等 を使用して、路線比

準要因取得検証図 を作成する。なお、路線比準要因取得検証図の詳細につい

ては、協議の上、決定するものとする。 

【成果品：路線比準要因取得検証図】 

路線比準要因確

認ビューアの作

成 

路線比準要因取得検証図及び取得した路線比準要因、現地調査で撮影した

写真を簡単に確認できるよう、路線比準要因確認ビューアを作成する。なお、

路線比準要因確認ビューアの詳細については、協議の上、決定するが、発注

者保有のＰＣ等に新しくソフトウェア等をインストールするような仕様では

ないビューアとすること。 

【成果品：路線比準要因確認ビューア】 

  


